
 

 

 

会 議 結 果 報 告 書 

 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和３年１１月３０日（火）午後１時２８分 

 

３ 閉会日時    令和３年１１月３０日（火）午後２時５分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ３件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ２件    承  認   １件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件     

 

７ 議事録     別添のとおり 
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教育委員会定例会議事録 

 

１ 会議年月日   令和３年１１月３０日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ ２Ｆ 研修室 

 

３ 出席者 

          教育長  新田 憲章 

          委 員  坂田 眞澄 

委 員  上之園 公子 

委 員  神原 謙治 

委 員  松本 真奈美 

 計 ５人 

 

４ 議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  教育長報告 

       【会議等】 

・１１月５日（金） 令和３年第５回府中町議会臨時会 

 ・１１月５日（金） 広島県町教育長会研修会 

・１１月１８日（木）市町村教育委員会オンライン協議会 

・１１月２４日（水）まち・ひと・しごと創生有識者会議 

【学校教育関係】 

        ・１１月１日（月） 安芸府中高校との連携について 

        ・１１月１１日（木）いじめ防止対策推進委員会 

【社会教育関係】 

・１１月１９日（金）ふるさと再発見講座 

 

日程第３ 報告第１７号  代理行為の承認について 

             「付議事件に関する意見聴取について」 

 

日程第４ 第１０号議案  府中町図書館協議会委員の委嘱及び任命について 

 

日程第５ 第１１号議案  令和３年第６回府中町議会定例会に提案される教育委員会関係の

議案等に対する意見について 



 

2 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長      榎並 隆浩    教育委員会事務局主幹    大神 規正 

総務課長      岩﨑 雅男    学校教育課長        立花 淑子 

社会教育課長    山本 進一    総務課課長補佐兼総務係長  松林 亮 

総務課事業調整員  小路 靖子 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時２８分） 

 

教育長    それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから定例教育委員会

会議を開催します。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございますが、よろしいでしょ

うか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、そのようにいたします。それでは日程第１「議

事録署名委員の指名」を行います。府中町教育委員会会議規則第１８条第３項の規定

により、私と坂田委員を指名することとしますが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    では、次に参ります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。 

それでは、教育長報告を７件行います。 

まず、会議等について４件です。 

〇令和３年第５回府中町議会臨時会 

１１月５日金曜日に開催されました、令和３年第５回府中町議会臨時会について報

告します。本臨時会では、２つの議案と１つの報告があり、いずれも原案どおり可

決、認定されました。教育委員会関係の議案については、この後、報告第１７号で総

務課長が説明いたしますので、省略いたします。 

〇広島県町教育長会研修会 

同日５日に、広島県町教育長会研修会が海田町織田幹雄スクエアで開催されまし

た。議会等の関係で、２時間程度しか参加できなく、各町教委の現状報告及び海田南

小学校校長の、人材育成を主眼においた小学校教育についての実践報告から研修をさ

せていただきました。 

〇市町村教育委員会オンライン協議会 

１１月１８日には、市町村教育委員会オンライン協議会が開催されました。文部科

学省初等中等教育企画課長による行政説明の後、鎌倉女子大学伊藤先生の基調講演、

インクルーシブ時代の学校教育がありました。後半は、分科会が実施されました。令

和の日本型学校教育における子ども達の学びの在り方についてのテーマのもと、５人

程度の分科会での協議でしたが、参加した分科会には、兵庫県芦屋市の教育委員さん

と私の２名しか入ってこられず、２名で１時間じっくりと協議いたしました。 
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〇まち・ひと・しごと創生有識者会議 

１１月２４日水曜日には、まち・ひと・しごと創生有識者会議が開催されました。

この会議は、平成２６年に公布された、まち・ひと・しごと創生法により、国が策定

する、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案し、市町村においても、まち・ひと・

しごと創生総合戦略を定めるよう努めなければならないこととされました。府中町で

は平成２７年１０月に策定し、広島都市圏で一番の子育て支援、子育て世代が安心し

て暮らせるまちの整備、ふるさととして子育てできるまちづくり、町内外に向けたま

ちの魅力発信の４つの基本目標を設定し、取り組みを進めています。教育委員会にお

きましても、質の高い教育の提供やグローバル教育の推進、放課後対策の充実等を通

して、目標達成に努力を続けています。 

続いて学校教育関係です。２件ございます。 

〇安芸府中高校との連携について 

１件目は、安芸府中高校との連携についてです。１０月２９日に開催いたしました

総合教育会議において、佐藤町長からグローバル教育の推進に地元の高等学校との連

携を考えてみればというご提案がありました。１１月１日に、教育部長とともに安芸

府中高等学校を訪問し、校長・教頭とグローバル教育を見据えた英語教育の連携につ

いて話し合いを持ちました。今後、学校教育課において、高等学校と連携方法等につ

いての具体的な協議を進めてまいります。 

〇いじめ防止対策推進委員会 

２件目は、１１月１１日木曜日に、いじめ防止対策推進委員会を開催しました。詳

細について、学校教育課長が報告します。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。１１月１１日木曜日にありました、いじめ防止対策推進委員会

について報告します。この委員会は、府中町いじめ防止基本方針に基づく地域におけ

るいじめの防止等のための対策を実効的に行うよう５名の委員で構成されています。

委員長には保護司会副会長の岩竹委員、副委員長は東小学校長の梅田委員が互選さ

れ、そのほかの委員は、南部民生委員児童委員協議会長の鎌田委員、緑ヶ丘中学校Ｐ

ＴＡ会長の菊地委員、府中中学校長の小山委員となっています。当日は、いじめに対

する生徒指導の概要といじめ防止のための標語について審議をしました。府中町の生

徒指導の概要についてですが、今日お配りした資料をご覧ください。令和２年度をみ

ますと、府中町のいじめの認知件数は、令和元年と比べ小中学校ともに増加していま

す。これは、いじめ認知の理解が各校において深まっていることが認知増加の要因と

考えられます。件数ですが、小学校は６件、中学校は１５件で、千人あたりの認知件

数をみますと、小学校中学校ともに広島県平均より下回っている状況です。なお、令

和３年１０月末の件数は、小学校で１０件、中学校で４件となっています。また、各

委員からは、いじめ防止や生徒指導の取り組みや、いじめに関わる地域や家庭でのこ

とについて報告がありました。次に、令和３年度いじめ防止のための標語の実施につ

いて審議しました。当日は、委員等により保護者のいじめ防止対策推進賞を決定しま

した。表彰については各学校で行い、賞を取った標語については、カレンダーやのぼ

り旗を作成し、今後各学校や公共施設を中心に掲示する予定です。また、来年度につ

いても、いじめ防止のための標語について実施することを決定しました。報告は以上

です。 

 

教育長    続いて、社会教育関係について１件報告します。 
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〇ふるさと再発見講座 

１１月１９日から開催しています、ふるさと再発見講座について、社会教育課長が

報告いたします。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。それでは、ふるさと再発見講座について説明いたします。本講

座は、府中町の歴史・文化を学習する機会の提供を行うため開催するものでございま

す。この度は、国史跡 下岡田官衙遺跡をテーマとし、５回講座を行います。講師

は、島根県立大学名誉教授 横田禎昭先生にお願いしています。第１回を１１月１９

日金曜日に、国史跡 下岡田官衙遺跡の歴民的価値について講座を行いました。当日

は１３名の参加をいただきました。なお、第２回目以降は２０名の参加を予定してい

ます。第２回以降は、調査と研究継続の半世紀を振り返ってなどの講義をしていただ

き、歴史・文化財の普及・啓発を進めています。説明は以上です。 

 

教育長    報告は以上です。 

それでは、会議等について、ご質問・ご意見等がございましたらお願いします。 

 

神原委員   先ほど教育長がおっしゃいました、１８日に開催されました市町村教育委員会オン

ライン協議会に私も参加いたしまして、その報告をさせていただきたいと思います。

インクルーシブ時代の学校教育という、鎌倉女子大学の伊藤教授のお話がありまし

た。そのインクルーシブという言葉自体聞いたことがなくて、どういうものか調べた

ところ、仲間はずれにしない、排除しないという意味合いのもので、これを踏まえた

インクルーシブ教育というのは、これまでの障害のある子ども達とそれ以外の子ども

達とを隔てて教育するという概念を覆す教育方法で、障害のある子どもも、ない子ど

もも共に教育を受けることで多様性のある共生社会を実現していきましょうというお

話でした。これは、２００６年に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約で

示されたというものの様でした。ただ、実際の教育現場で、障害のある子ども達を通

常学級に在籍させて、授業が理解できず孤立感を抱いてしまっては全く意味がないと

いうことで、実現していく難しさというのも、課題が山積しているということだった

んですけど、今回このＩＣＴを活用することで、生徒の認知特性に応じた個別学習が

できていくようになるのではないかという期待を込めた講演の内容でした。これを受

けて、府中町でも一度そういったことも検討していくこともいいのかなと感じまし

た。その後分科会に移りまして、令和型の日本の教育の在り方ということで、４つの

市町村の方とお話をさせていただきました。課題ということに関しては、特に多くは

なかったんですけど、やはり前々から府中町でも話が出ていた視力の低下ですとかの

話は、ある程度出てきました。あと、沖縄県の教育委員の方が言われていたのが、

Wi-Fiを４クラス同時で接続すると動きが悪くなるといことを話をされていました。

それは、インフラの問題だと思うんですけど。一番、そうだね、どうするんだろうね

という話になったのが、今回は国の予算もあって、一人一台タブレットという形にな

っているんですけど、６年生が卒業した時にどうするのかと。この６年生が使ったタ

ブレットを、新 1年生に初期化して渡すのかというのを、まだ各市町村の方もそこま

で話は煮詰めていないということなので、府中町でもそのあたりをどうしていくのか

検討していかなければいけないという風に感じました。以上です。 

 

教育長    ありがとうございます。その他ございませんか。 
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（なし） 

 

教育長    それでは、続きまして、学校教育関係について、ご質問・ご意見等ございましたら

お願いします。 

 

坂田委員   資料のいじめのところを見ますと、小学生では、今月の２件はＳＮＳとあがってき

ていますけど、今月に限らず中学校のいじめの中で、ＳＮＳというのは今年度あるの

でしょうか。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。何件というところまでは今は把握できていませんが、ＳＮＳに

ついてもいじめのことはあがっております。あとは、携帯を持ってくるということも

ございます。 

 

坂田委員   直接関係あるかどうかわかりませんけど、中学校で校内の廊下にて刺すというよう

なことがありましたけど、町内の中学生も動揺している子がいるかもしれないんです

けど、町として学校のほうに何か働きかけたとかいうことはありますか。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。働きかけたというか、毎年いじめアンケートというのはやって

おりまして、各学校で、学期ごとに１回ずつ年３回、児童生徒と保護者それぞれには

実施しております。保護者用については、アンケートは封筒に入れて回収する形をと

っています。基本的には、いじめアンケートをとって、そういういじめに関する内容

が記入されておりましたら、速やかに被害を受けた児童生徒の心情に寄り添いながら

聞き取りをして、被害・加害両者から事実確認等を行って、いじめのマニュアルのと

おりにすすめているところではございます。 

 

教育部長    学校に対して、今回の事件を受けてというご質問だったと思いますが、先日１１月

下旬に臨時校長会がございまして、この事件が起きた後でしたので、新聞のコピーを

校長先生にお配りして、いじめというのはなかなか表に出てきにくい、本人がどうと

らえているかということもございますので、今一度子どもたちの様子をしっかり見て

ほしいということをお話させていただいたところです。以上です。 

 

坂田委員   学校訪問について、報告します。１１月１日中央小学校参観日に行きました。中央

小では、３日間、９コマで開催していまして、ア行、カ行、サ行という様に分けて来

るようにしていました。全体的にどの子も落ち着て授業に取り組んでいるように思い

ます。４年生の社会の授業を少し長く見たんですけど、どの子も必要な資料をタブレ

ットで Yahoo！あるいは Yahoo！きっずから検索して取り組んでいました。それか

ら、先生は、電子黒板と備え付けの黒板の両方を上手く使いこなしていました。板書

構成も児童にわかりやすく整理され、色チョークも効果的に使われていました。教室

内だけでなく、廊下・玄関と整理整頓ができていました。大変いいと思いました。 

       １１月４日木曜日に府中南小学校参観日に行きました。２日間６コマで開催してお

られました。最初に見たのが、体育館でひまわり学級と各学年の児童発表で、各５分

にしたものを上映していました。「かけがえのない命 とどけよ想い」をテーマに学

んだことを発表していました。これまで積み重ねた命の教育というものが、児童の発



 

6 

 

表から感じられました。言葉・歌・踊りでどの子も自信を持って表現していました。

ただ、歌は録画画像なので、どうしても濁りがあるので、その辺が課題なんですけ

ど、コロナが収まれば生で保護者が聞けるように来年以降なればいいなと思いまし

た。授業参観もしました。子ども達は、全体的には落ち着いて授業に取り組んでいま

した。教室のドア付近に、授業の様子の録画はご遠慮くださいと張り紙をしてありま

したので、撮っている保護者はいませんでした。公開時間の６コマの中の１コマだけ

なのではっきりとはわからないですけど、見た感じで、電子黒板を使っての授業はし

ていましたが、個々がタブレットを操作する授業は数クラスしかありませんでした。

保護者への公開授業が少ないので、保護者としてはタブレットをどう使っているか知

りたいと思いますので、参観日には保護者にタブレットを使いこなしている子どもの

姿をみてもらう場面を意図的に入れたらと思いました。 

  

松本委員   私も１１月１日、中央小学校授業参観に行きました。１１月４日は南小学校に参観

に行きました。参観に行き、一生懸命に頑張っている子ども達の姿を見てとても嬉し

く、感動いたしました。私は、こんごうさくら保育園、ピッコロゴード保育園にも訪

問させていただきました。大変な中で保育士の方が一生懸命されている姿を見まし

た。また、読み聞かせの活動をしているんですけど、中央小と緑ヶ丘中学校に入らせ

てもらっております。１１月からスタートできております。来月は、府中中学校も始

まります。また読み聞かせに入るのが楽しみです。あと、放課後子供教室のコーディ

ネーターをしているんですけど、１１月１０日からスタートしました。私は、担当が

東小学校で、毎週水曜日の放課後に１０名の子ども達と様々な体験学習をしておりま

す。先日はマーブリングと染紙という体験を子ども達とやりました。とても楽しかっ

たです。それと、学校運営協議会もまた始まって、中央小学校の担当なんですけど、

そちらの会議にも参加させていただきました。コロナの緊急事態宣言が解除になっ

て、沢山いろんなところに訪問できることがとても嬉しく思うし、子ども達の様子が

手に取るように見えてくるのが、今とても嬉しいです。その中で特に感じたことが、

学校という大きなたくさんの人数がいる中で感染対策というのを、先生方が一生懸命

取り組まれているんだなと感動しております。目に見えないウイルスの対策に徹底し

て取り組まれているというのはとても感動しております。きっと先生方もゆっくり眠

れない日もあっただろうなという風に思います。先生方のご苦労を感じずにはいられ

ない日々でした。その中でも子ども達は一人一人が手洗いとかマスクとか、ちゃんと

自覚してつけているのも、すごくすばらしいなと思います。最近は学校からのお便り

がすごく楽しみなんですけど、なかなか今まで行けなかったので、お便りをすごく楽

しみに見ていたんですけど、最近のお便りは、子ども達が生き生きと笑顔があふれて

いる写真もたくさんついてくるので、それを見て嬉しいです。大変な中ですが、学校

と家庭と地域が共に協力して子ども達のことに携わっているというのがすごく感じら

れます。私自身も何かできることがあれば、しっかり協力していきつつ、今後もしっ

かり応援していきたいと思います。最後に、訪問した時に先生方から声があがったこ

とをお伝えしようと思います。１つ目の南小学校では、雨漏りがあって困ったんだよ

というのを言われました。もう１つが中央小学校と東小学校で教室以外の部屋、特別

教室にクーラーをつけてほしいと言われました。以上です。 

 

上之園委員  私は、府中緑ヶ丘中学校区の研究会について感想を言わせていただきます。オンラ

インでしたが、動画を事前に見て個別に分科会に入るというのがよくある研究会です
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が、ここでは動画を事前に見るのではなく、設定された５０分の中で、みんなでそれ

ぞれの学校の先生たちが見て、それを見ながら学校間で話し合いをして、後の分科会

でその話を各校が発表するという形式を持たれていました。オンラインと対面との中

間ということをされたということで、それぞれの学校の思いというのも入ってきたの

と、緑ヶ丘中学校区の研究会ですが、７校全部の学校の中からそれぞれの分科会に数

名ずつ参加されたということで、緑ヶ丘中学校区と府中中学校区それぞれが個性を持

ちながら今研究に取り組まれているんだけど、その公開研究会では全部の学校が参加

するということで、特色を持ちながら府中町内全ての小中学校の質的な保証とか連携

とか、７校が協力されているということ。後で、学校教育課に伺いましたら、今回の

低学年の授業は、町内の幼稚園とか就学前教育にも公開されるということと、今回安

芸府中高校との連携もあるということで、幼・小・中・高連携に今府中町が取り組ま

れているんだなということを実感できて、一連の教育ができそうだなと期待していま

す。以上です。感想です。 

 

教育長    その他ございませんか。 

 

（なし） 

 

教育長    それでは、社会教育関係について、ご質問・ご意見がございましたらお願いしま

す。 

 

（なし） 

 

教育長    これをもちまして、教育長報告を終わります。 

では次に参ります。日程第３、報告第１７号「代理行為の承認について（付議事件

に関する意見聴取について）」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。報告第１７号。令和３年１１月３０日。代理行為の承認について。

付議事件に関する意見聴取について、教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規

定により代理したので、同条第２項の規定により報告し承認を求める。詳細な説明は

総務課長が行います。 

 

総務課長   総務課長です。資料１ページからの報告第１７号、代理行為の承認についてご説明

いたします。令和３年第５回府中町議会臨時会に提出された議案のうち教育委員会関

係分について、令和３年１１月１日付で府中町長から教育委員会へ意見聴取の協議が

ありましたが、教育委員会会議を開催するいとまがなかったため、教育長に対する事

務委任規則第３条第１項の規定により代理し、同意する旨の回答を同日付で行いまし

たので、同条第２項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。なお、本

件につきましては、１０月の教育委員会会議でご説明した部分につきましては詳細な

説明は省略したしますので、ご了承をよろしくお願いいたします。それでは、資料の

順番に説明いたします。まず、資料４ページから９ページまでが、第４５号議案、令

和３年度府中町一般会計補正予算（第５号）です。資料は９ページをご覧ください。

歳出です。学校ＩＣＴ環境整備事業についての補正で、９５７万８，０００円の増額

でございます。全町立学校において、図書室、職員室、会議室、相談室に無線アクセ
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スポイント３８ヵ所分を設置する費用を計上しています。また、今年度の中央小学校

のクラス増に伴い、新規で充電保管庫２ヵ所分を購入する費用についても計上してい

ます。なお、財源として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が全額充

当されております。続いて資料１０ページの第４６号議案、訴えの提起について説明

いたします。退職手当支給制限処分等取消請求事件の第一審判決を不服とし、本事件

の控訴を提起するため、臨時議会に提出したものでございます。以上、２件の議案に

ついて、原案どおり可決されております。説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございませんか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第３、報告第１７号については、承認いたした

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第３、報告第１７号については、そのよう

に決します。 

では次にまいります。日程第４、第１０号議案「府中町図書館協議会委員の委嘱及

び任命について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   第１０号議案。令和３年１１月３０日。府中町図書館協議会委員の委嘱及び任命に

ついて。府中町図書館協議会委員の委嘱及び任命について、教育委員会の審議に付す

る。詳細な説明は社会教育課長が行います。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。府中町図書館協議会委員の委嘱及び任命について説明させてい

ただきます。府中町図書館条例第５条第 1項の規定により、協議会の委員は学校教育

および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者ならびに、学識経験

のあるものの中から教育委員会が任命する。また同条第３項の規定により、委員の任

期は２年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。となっております。今回におきましては、令和元年１２月１日から令和３年

１１月３０日までの任期の２年が満了することにより、新たに令和３年１２月１日か

ら令和５年１１月３０日までの２年間をお願いするものでございます。なお、表の上

から曽余田委員、森脇委員、大和委員、櫻井委員、今岡委員、高専寺委員につきまし

ては、引き続きお願いしますので、今回は新しく委員に任命された方について紹介さ

せていただきます。学校教育の関係者として、府中南小学校司書教諭 出尾由夏さ

ん。府中中学校司書教諭 下前真理子さんを新たに任命するものです。説明は以上で

す。 

 

教育長    何かご質問等ございませんか。 

 

（な し） 

 



 

9 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第４、第１０号議案については、原案のとおり

可決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第４、第１０号議案については、そのよう

に決します。 

では次にまいります。日程第５、第１１号議案「令和３年第６回府中町議会定例会

に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について」を議題といたします

が、本件は、成案となる前の議案の内容に係るものですので、審議は非公開が適当と

思われ、非公開とする期間は、府中町議会に議案が提出されるまでとすることが適当

と思われます。第１１号議案の議事内容について、非公開とすることに賛成の委員は

挙手をお願いします。 

 

（挙 手） 

 

教育長    出席委員の３分の２以上と認め、第１１号議案については非公開とし、非公開期間

については、議会に議案が提出されるまでとします。 

それでは、説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。第１１号議案。令和３年１１月３０日。令和３年第６回府中町議会

定例会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について。令和３年第６回

府中町議会定例会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について、教育

委員会の審議に付する。詳細な説明は総務課長が行います。 

 

総務課長   総務課長です。資料１４ページからの第１１号議案、令和３年第６回府中町議会定

例会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見についてご説明いたします。

本件は、１２月に開催される府中町議会定例会の議案として、府中町長に対し教育委

員会から提案を依頼しているもので、令和３年度府中町一般会計補正予算（第６号）

に係るものです。資料１５ページをご覧ください。令和３年度府中町一般会計補正予

算（第６号）でございます。図書館関係の歳出です。款 教育費、項 社会教育費、

目 図書館費、図書館活動事業は、合計で１３１万６，０００円の増額補正でござい

ます。新型コロナウイルス感染防止のため、貸し出しの順番待ちの緩和と非接触での

手続きの強化を図ることを目的に、返却機能付きの自動貸出機１台の増設と、既存の

自動貸出機に新たに返却機能を設定する経費について補正計上するものでございま

す。なお、財源として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が全額充当

されます。説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございませんか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第５、第１１号議案については、原案のとおり

可決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第５、第１１号議案については、そのよう

に決します。 

以上で本日の議事日程をすべて終了いたしましたので、これをもって本日の会議を

閉会いたします。 

 

 

（閉議 午後２時５分） 

 

  

 


